
仕様書別紙 

【冬タイヤ購入業務処理要領】 

 

 冬タイヤ購入業務処理にあたりましては、次の事項をご承知おき願います。 

 

１ 今回購入をするタイヤについては、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会

加盟社（以下、｢加盟社｣）が２０２３年に製造したタイヤを基準とし、当局が

要求するサイズのタイヤが基準年に製造されていない場合は、各加盟社にて

適正な環境の基で保管がされている在庫の中から、２シーズン前までに製造

された物のうち出来るだけ直近に製造されたタイヤを選定すること。 

 

２ 十勝総合振興局（以下、「当局」という。）から当該車両を引き取りのうえ、

今回購入した冬タイヤを当局の指示により、ホイール組み替えバランス調整

を行い、冬タイヤを装着した状態で当局へ納品すること。 

 

３ 交換によりホイールから脱がしたタイヤやホイール等については、車両に

積み込み返還すること。なお、ホイールの購入により、冬タイヤとホイールが

組み込まれた状態で返還となる場合は、ホイールからタイヤを外し、分別して

返還すること。 

 

４ タイヤの装着・納品については分納を認め、作業実施は契約締結日から納入

期限（令和５年（２０２３年）１１月１５日（水））の期間で別途協議のうえ、

確定した日とする。 


